
山口県委託業務成績評定考査基準（建築設計関係） 

H20.11.20 策定 

R7.12.5 改正 

 

１ 考査基準の対象業務 

本成績評定考査基準により評定を行う業務は、山口県委託業務成績評定要領（以下、

「評定要領」という。）第２条第１項に規定された委託業務のうち、建築設計業務及び建

築工事監理業務とする。 

 

２ 建築設計業務の成績評定考査基準 

一 考査項目等 

考査項目は、全ての業務に共通して必要となる基礎的な内容に関する評価項目（以

下、「基礎項目」という。）及び、創意工夫に関する評価項目（以下、「創意工夫項目」

という。）とし、評価項目の配点は下表のとおりとする。 

 



※積算業務、診断業務を単独で発注する場合は、小計、合計が異なる。 

 

 

二 評定点の種別 

評定点の種別は、業務評定点（総合点及び基礎点）及び管理技術者評定点とし、各

評定点の内容は以下による。ただし、創意工夫の余地の小さい業務については、創意

工夫項目の採点を行わないものとし、総合点と基礎点は同一の点数になる。 

① 総合点：基礎項目及び創意工夫項目の採点結果から求められる評定点（「瑕疵修補

又は損害賠償等による減点」が行われた場合は、当該点数を減ずる。） 

② 基礎点：基礎項目の採点結果から求められる評定点 

③ 管理技術者評定点：管理技術者に係る評価項目に対する採点結果から求められる

評定点 

ここに、対象業務に関する創意工夫の余地の大小の判断基準は次による。 

（創意工夫の余地の大小の判断基準） 

創意工夫の余地の大きい業務は、次のいずれかを満たす業務とし、創意工夫の余

地の小さい業務は、当該業務以外の業務とする。 

ア 一級建築士もしくは一級建築士又は二級建築士でなければできない設計（設計

の一部のみを発注する場合を除く） 

イ 上記ア以外の業務のうち、業務の内容が高度な知識又は高度な構想力もしくは

応用力を必要とする業務 

 

三 検査職員及び監督職員 

検査職員及び監督職員の採点は、次によるものとする。 

① 検査職員は、採点表の③検査職員用（各分野）により採点を行う。 

② 総括監督員は、採点表の①総括監督員用により採点を行う。 

③ 主任監督員又は監督員（各分野）は、採点表の②－２主任監督員又は監督員用（各

分野）により採点を行う。 

 

四 評定点の算出 

評定点の算出は、採点を行った検査職員又は監督職員（以下「採点者」という。）の

採点結果に基づき、次の方法により行うものとする。 

① 業務内容に応じて、次の考え方により、各採点者の配点比率を設定する。 



（配点比率を設定する際の考え方） 

まず、各分野の監督職員の加減点数の配点比率を、合計が１．０になるように業

務内容に応じて適切に設定する。次に、総括監督員の配点比率を、総括監督員の配

点が他の監督職員のいずれの配点も下回らないような最小の比率で設定する。なお、

総括監督員の配点比率は、小数点以下第３位を四捨五入した数値とする。各分野の

検査職員の配点比率については、監督職員のそれと同じとする。（表－２参照） 

② 各採点者の項目毎の配点は、表－１の評価項目毎の配点に上記①で設定した配点

比率を乗じて算出する。 

③ 各採点者の採点結果は、採点の対象項目の配点に得点率を乗じた値を合計して算

出する。 

④ 基礎点：基礎項目に対する採点者全員の採点結果の合計値を、６５点（標準点）

に加算して算出する。ただし、積算業務や診断業務を単独で発注する場合には、当

該合計値を３５点満点に換算した値を、６５点（標準点）に加算して算出する。 

⑤ 総合点：創意工夫項目及び基礎項目に対する採点者全員の採点結果の合計値を３

５点満点に換算した値を、６５点（標準点）に加算して算出する。 

⑥ 管理技術者の評定点：管理技術者に係る評価項目に対する採点者全員の採点結果

の合計値を３５点満点に換算した値を、６５点（標準点）に加算して算出する。 

⑦ 基礎点、総合点、管理技術者の評定点は、小数点以下四捨五入した整数とする。 

【参考：評定点の算出式】 

 

表－２ 発注方法による配点比率例 



 

 

五 業務遂行中の減点 

当該業務遂行中に受注者に起因する事故等が発生し、当該業務に関し指名停止等の

措置を行った場合には、当該業務の総合評定点に対して、表－３を参考として１５点

まで減点することができる。 

 

表－３ 受注者に起因する事故等が発生した場合の減点基準 



 

 

 

六 業務完了後の減点 

成果品に、受注者の責任に起因する重大な誤りや欠陥が存在し、契約書に記された

手続きに従い、履行又は損害賠償の請求等の措置が実施された場合には、当該業務の

総合評定点に対して、表－４を参考として２０点まで減点することができる。また、

評定要領第７条に定める評定の結果の通知後に当該事象が発生した場合は、評定要領

第８条に定める評定の修正を行うものとする。 

 

表－４ 履行又は損害賠償の請求が実施された場合の減点基準 

 

 

七 評定の修正 

評定要領第８条に定める評定を修正する必要があると認める場合とは、次の場合と

する。 

①  上記「六」の減点を行った場合 

② 工事施工中又は工事完成後に生じた事由などにより、評定の修正を行う必要があ

ると判断した場合 

 

３ 建築工事監理業務の成績評定考査基準 

一 考査項目等 

考査項目及び評価項目の配点は下表のとおりとする。 

 

表－５ 

区　　分
履行又は損害賠償の請求の
実施

故意または重大な過失により履行又は損
害賠償請求の請求の実施

考 査 点 －１０点 －２０点



 
 

二 検査職員及び監督職員 

検査職員及び監督職員の採点は、次によるものとする。 

①  検査職員は、採点表－３〔検査職員用〕を用いて、検査職員評定点を作成する。 

②  総括監督員は、採点表－１〔総括監督員用〕を用いて、総括監督員評定点を作成

する。 

③  主任監督員は、採点表－２－１〔主任監督員用〕を用いて、管理・統括評定点を

作成する。なお、対象業務の分野が建築、電気設備、機械設備の２つ以上にわたる

場合には、主たる分野を担当する主任監督員が、他の分野を担当する主任監督員の

意見を反映し行うものとする。 

④  主任監督員又は監督員（各分野）は、採点表－２－２〔主任監督員用〕を用いて、

意匠、構造、電気設備及び機械設備の各分野評定点を作成する。 

 

三 評定点の算出 

   各分野評定点の合計は、各分野評定点に各分野比率を乗じて得た点の総計とし、小

数点第二位を四捨五入する。なお、各分野比率を、表－６を参考として、合計が１.０

になるように業務量に応じて比例配分する。なお、これに拠り難い場合には、業務量

の積上げにより比率を算出することとする。 

 

   表－６ 発注方法による各分野比率例 



    

 

   主任監督員評定点は、第二号③の管理・統括評定点及び第二号④の各分野別評定点

の合計に比率を乗じて得た点の総計とし、小数点第二位を四捨五入する。なお比率は、

管理・統轄評定点０.２、各分野評定点の合計０.８とする。 

検査職員評定点は、検査の都度作成する評定点の平均とする。 

検査職員評定点は、少数点第一位を四捨五入して整数にする。 

   総合評定点は、監督員評定点及び検査職員評定点に比率を乗じて得た点の総計とし、

小数点第一位を四捨五入して整数にする。なお、比率は、監督職員評定点０.８、検査

職員０.２とする。 

 

四 業務遂行中の減点 

   対象業務の遂行中に受注者に起因する事故等が発生し、当該業務に関し指名停止等

の措置を行った場合には、当該業務の総合評定点に対して、表－３を参考として１５

点まで減点することができる。 

 

五 業務完了後の減点 

   対象業務において、受注者に起因する契約の違反が発生し、履行又は損害賠償の請

求等の措置が実施された場合には、当該業務の総合評定点に対して、表－４を参考と

して２０点まで減点することができる。また、総合評定点が採点された後に当該違反

が発生した場合は、遡って減点を実施するものとする。 

 

六 評定の修正 

評定要領第８条に定める評定を修正する必要があると認める場合とは、次の場合と

する。 

①  上記「五」の減点を行った場合 

② 工事施工中又は工事完成後に生じた事由などにより、評定の修正を行う必要があ

ると判断した場合 

 

 


